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■研究テーマ 

１．イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究 

概要：この研究では，イングランドにおける高齢者と障害者を対象とした concessionary fares

（商業的な運賃割引と区別した福祉運賃割引，わが国では「高齢者パス」と呼ばれることが多い

割引制度）について，2008 年に始まる高齢者・障害者のオフピーク時の運賃無料化とローカル・

バス政策の変化について，国と地方自治体の役割の変化に焦点をあてて分析しています．調査項

目は以下のとおりです． 

・イングランドにおける高齢者と障害者を対象とした福祉運賃割引制度の歴史 

・政府の市場介入の根拠となった社会的包摂の促進という概念 

・運営主体から事業者への支払いの算定方法と neither better nor worse offという概念 

・交通省が 2009年に提案した福祉運賃割引制度の変更と自治体間の関係 

・日本の福祉運賃割引制度とイングランドにおける同様の制度の比較 

２．公共交通のアクセシビリティに関する日英の比較研究 

概要：自治体等の地方組織が各地域のバス政策を主導するには，行政上の権限を段階的に移譲す

る必要があり，それにともなって財源移譲も必要となります．本研究では，2010年以降のイング

ランドの連立政権のバス政策について，過度に中央集権化した組織をどのように地方分権化し，

不必要に複雑化した制度をどのように簡素化したのかについて文献調査を行なっています．生活

交通の維持が私の問題意識にありますが，同じアイデアの研究トピックとして，日本の離島航路

に関するユニバーサル・サービスの考え方を，ヨーロッパの離島航路の維持政策と比較した論文

を執筆中です． 

３．国際拠点港湾のターミナル・オペレーターの民営化に関する研究 

概要：平成 29年 12月まで広島港の長期構想検討委員として策定に参加し，同構想に基づいて広

島港の港湾計画改定に地方港湾審議会委員として参加します．港湾計画の完成を同年 12月に予定

し，これを平成 30年に国土交通省所管の交通政策審議会に提出する予定です．平成 29年 10月の

日本海運経済学会大会でこのトピックに関連した報告を行ないます． 

これらの作業の準備として，港湾の民営化に関する欧米の文献調査と日本の国際拠点港湾の管

理者へのインタビュー調査を行なっています．調査項目は以下のとおりです． 

１）港湾運営会社の設立経緯，および同制度により港湾管理者が解決したかった課題 

２）既存の官民連携制度があるにもかかわらず，港湾運営会社制度を採用した背景：指定管理者

スキームと港湾運営会社スキームを比べたときの違い 

３）「原則として港湾運営会社が自由に料金を設定できる」ことの実例と例外 

４）埠頭群の運営の効率化に関する取り組み：ポートセールス体制の強化（海外でのポートセー
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ルス，地元荷主との連携など） 

５）港湾計画の変更，港湾計画の策定時に港湾運営会社がどのように関与するのか． 

４．沿岸部の海域利用の効率化に関する研究―瀬戸内海の放置艇対策― 

概要：放置艇とは港湾、漁港、河川の公共用水域において継続的に係留等されている船舶（小型

船舶で一般にプレジャーボートと呼ばれている船）のうち、法律、条令等に基づき水域管理者に

より認められた施設や区域以外の場所に係留されている船舶のことです．広島県に登録された小

型船舶約 1 万 6 千隻のうち約 7 割が放置艇の状態にあり，全国 1 位が続いています（平成 22 年

度 PB 全国実態調査結果）．これら放置艇は地域の社会問題にもなっています． 

本研究では地方都市の漁港に民間組織がプレジャーボート係留施設を整備することにより，

放置艇を除去し、漁業活動を安全で効率的なものにすると同時に，付加価値があるレジャー

関連サービス創出をめざす取り組みについて経済学の視点から事例分析を行ないます．研究

項目を（1）漁港におけるマリーナ整備への民間資本の導入，（2）地域資源の利活用による

レジャーの振興に分け，どのような条件が揃った場合に漁港施設に民間資本の導入が実現で

きるのか，漁港管理者が果たすコーディネーター機能についてインタビュー調査をもとに事

例分析を行ないます．また，海域管理を行なう地方自治体の放置艇対策に対する規制政策に

ついて日本，および欧米の文献調査を行なっています． 
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■想定される連携先 

私の研究上の関心、大学・大学院での教育にとって必要と思われる場合に限ります。 

・ 地方自治体 

・ 公的研究機関 

以上 


